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議案第５号

令和８年度宝達志水町一般会計予算

令和８年度宝達志水町一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，７９６，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月２７日提出

宝達志水町長 高 下 栄 次
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 町税 1,611,937

1 町民税 651,510

2 固定資産税 859,127

3 軽自動車税 43,300

4 町たばこ税 57,000

5 入湯税 1,000

2 地方譲与税 83,348

1 地方揮発油譲与税 14,100

2 自動車重量譲与税 55,300

4 森林環境譲与税 13,948

3 利子割交付金 5,400

1 利子割交付金 5,400

4 配当割交付金 13,600

1 配当割交付金 13,600

5 株式等譲渡所得割交付金 27,700

1 株式等譲渡所得割交付金 27,700

6 法人事業税交付金 31,200

1 法人事業税交付金 31,200

7 地方消費税交付金 376,200

1 地方消費税交付金 376,200

8 ゴルフ場利用税交付金 23,700

1 ゴルフ場利用税交付金 23,700

9 環境性能割交付金 2,000

1 環境性能割交付金 2,000

10 地方特例交付金 20,500

1 地方特例交付金 20,000

2 新型コロナウイルス感染症対策 500

地方税減収補填特別交付金

11 地方交付税 3,330,000

1 地方交付税 3,330,000

12 交通安全対策特別交付金 800

1 交通安全対策特別交付金 800

13 分担金及び負担金 19,319

1 分担金 20

2 負担金 19,299

14 使用料及び手数料 40,332

1 使用料 22,345

2 手数料 17,987

15 国庫支出金 1,507,591

1 国庫負担金 1,074,999

2 国庫補助金 427,968

3 委託金 4,624

10 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金額

16 県支出金 897,447

1 県負担金 240,376

2 県補助金 631,894

3 委託金 25,177

17 財産収入 50,829

1 財産運用収入 19,696

2 財産売払収入 31,133

18 寄附金 1,705,579

1 寄附金 1,705,579

19 繰入金 586,370

1 基金繰入金 586,370

20 繰越金 1

1 繰越金 1

21 諸収入 172,347

1 延滞金・加算金及び過料 500

2 町預金利子 1,534

3 貸付金元利収入 65,000

4 雑入 95,358

5 受託事業収入 9,955

22 町債 1,289,800

1 町債 1,289,800

歳　　入　　合　　計 11,796,000

10 一般会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 議会費 101,844

1 議会費 101,844

2 総務費 2,360,828

1 総務管理費 2,120,758

2 徴税費 129,056

3 戸籍住民基本台帳費 79,619

4 選挙費 29,516

5 統計調査費 937

6 監査委員費 942

3 民生費 2,236,266

1 社会福祉費 1,068,258

2 児童福祉費 1,007,388

3 災害救助費 160,620

4 衛生費 1,693,992

1 保健衛生費 1,614,458

2 清掃費 73,976

3 上水道費 5,558

5 労働費 10,699

1 労働諸費 10,699

6 農林水産業費 308,905

1 農業費 265,984

2 林業費 37,701

3 水産業費 5,220

7 商工費 366,118

1 商工費 366,118

8 土木費 1,073,243

1 土木管理費 62,801

2 道路橋りょう費 495,769

3 河川費 3,244

4 公園費 5,707

5 下水道費 450,183

6 住宅費 55,539

9 消防費 681,983

1 消防費 681,983

10 教育費 863,241

1 教育総務費 208,688

2 小学校費 181,169

3 中学校費 121,970

4 社会教育費 184,150

5 保健体育費 167,264

11 災害復旧費 1,149,398

1 農林水産施設災害復旧費 118,085

10 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金額

2 公共土木施設災害復旧費 803,000

3 その他施設災害復旧費 228,313

12 公債費 929,483

1 公債費 929,483

13 予備費 20,000

1 予備費 20,000

歳　　出　　合　　計 11,796,000

10 一般会計
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

脱炭素化推進事業債 3,300

自主放送設備整備事業債 37,900

中間管理住宅整備事業債 8,100

県営ほ場整備事業債 10,000

広域営農団地農道整備事業債 4,000

林道整備事業債 3,200

保育所施設改修事業債 32,300

公共施設等適正管理推進事業債 114,000

ごみ処理場建設事業債 509,100

火葬場改修事業債 3,000

観光施設整備事業債 2,300

道路橋りょう整備事業債 142,200

除雪機械購入事業債 20,000

防災行政無線整備事業債 17,900

消防施設整備事業債 96,600

体育施設整備事業債 35,300

義務教育施設整備事業債
（中学校債）

7,200

現年農林災害復旧債 1,800

過年農林災害復旧債 900

過年公共土木施設災害復旧債 106,600

過年学校施設災害復旧債 800

過年社会教育施設災害復旧債 75,200

過疎地域持続的発展特別事業債 58,100

合　　　計 1,289,800

第 ２ 表　　地　方　債

普通貸借
又は

証券発行

　5.0％以内

　ただし、利率見
直し方式で借り
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率。

　借入先の融通
条件による。

　ただし、町財政
その他の都合に
より据置期間を短
縮し、若しくは繰
上償還又は低利
に借り換えること
ができる。
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宝達志水町国民健康保険特別会計予算
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議案第６号

令和８年度宝達志水町国民健康保険特別会計予算

令和８年度宝達志水町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３４４，２９６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月２７日提出

宝達志水町長 高 下 栄 次
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 国民健康保険税 203,300

1 国民健康保険税 203,300

3 使用料及び手数料 50

1 手数料 50

5 県支出金 1,009,409

2 県補助金 1,009,408

3 財政安定化基金交付金 1

6 繰入金 129,344

1 他会計繰入金 82,734

2 基金繰入金 46,610

7 繰越金 1

1 繰越金 1

8 諸収入 2,191

1 加算金・延滞金及び過料 1,500

2 預金利子 688

3 雑入 3

9 町債 1

2 財政安定化基金貸付金 1

歳　　入　　合　　計 1,344,296

15 国保特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 総務費 25,514

1 総務管理費 24,828

2 徴税費 413

3 運営協議会費 273

2 保険給付費 974,319

1 療養諸費 828,778

2 高額医療費 143,130

3 移送費 10

4 出産育児諸費 1,501

5 葬祭費 900

△ （傷病手当金） 0

3 国民健康保険事業費納付金 324,006

1 医療給付費分 231,211

2 後期高齢者支援金等分 66,409

3 介護納付金分 19,683

4 子ども・子育て支援納付金分 6,703

6 保健事業費 18,268

1 保健事業費 18,268

7 基金積立金 688

1 基金積立金 688

9 諸支出金 1,001

1 償還金及び還付加算金 1,001

10 繰出金 500

1 繰出金 500

歳　　出　　合　　計 1,344,296

15 国保特別会計
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宝達志水町後期高齢者医療特別会計予算
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議案第７号

令和８年度宝達志水町後期高齢者医療特別会計予算

令和８年度宝達志水町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４７，６２９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

令和８年２月２７日提出

宝達志水町長 高 下 栄 次
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 後期高齢者医療保険料 260,489

1 後期高齢者医療保険料 260,489

2 繰入金 86,833

1 一般会計繰入金 86,833

3 諸収入 306

1 延滞金、加算金及び過料 1

2 償還金及び還付加算金 305

4 繰越金 1

1 繰越金 1

歳　　入　　合　　計 347,629

21 後期高齢者医療特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 総務費 5,694

1 総務管理費 656

2 徴収費 5,038

2 後期高齢者医療広域連合納付金 341,630

1 後期高齢者医療広域連合納付金 341,630

3 諸支出金 305

1 償還金及び還付加算金 305

歳　　出　　合　　計 347,629

21 後期高齢者医療特別会計
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宝達志水町介護保険特別会計予算
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議案第８号

令和８年度宝達志水町介護保険特別会計予算

令和８年度宝達志水町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，８５１，９０１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月２７日提出

宝達志水町長 高 下 栄 次
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 保険料 367,066

1 介護保険料 367,066

2 国庫支出金 436,095

1 国庫負担金 311,716

2 国庫補助金 124,379

3 支払基金交付金 472,184

1 支払基金交付金 472,184

4 県支出金 258,917

1 県負担金 241,976

2 県補助金 16,941

5 繰入金 316,783

1 一般会計繰入金 281,415

2 基金繰入金 35,368

6 諸収入 3

1 延滞金・加算金及び過料 1

3 雑入 2

7 財産収入 852

1 財産運用収入 852

8 繰越金 1

1 繰越金 1

歳　　入　　合　　計 1,851,901

25 介護特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 総務費 40,915

1 総務管理費 31,797

2 徴収費 3,324

3 介護認定審査会費 5,794

2 保険給付費 1,703,675

1 介護サービス等諸費 1,553,331

2 介護予防サービス等諸費 60,869

3 高額介護サービス等費 32,100

4 高額医療合算介護サービス等費 6,200

5 その他諸費 1,025

6 特定入所者介護サービス等諸費 50,150

3 地域支援事業費 106,159

2 包括的支援事業任意事業費 58,693

3 介護予防・生活支援サービス事 42,742

業費

4 一般介護予防事業費 4,651

5 その他諸費 73

4 基金積立金 852

1 基金積立金 852

5 諸支出金 300

1 償還金及び還付加算金 300

歳　　出　　合　　計 1,851,901

25 介護特別会計
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宝達志水町水道事業会計予算
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議案第９号

令和８年度宝達志水町水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和８年度宝達志水町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額１０９,２５４千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額２１,６８０千円、当年度分損益勘定留保資金８２,１２２千円、減

債積立金５,４５２千円で補てんするものとする。）

(１) 給 水 戸 数 ４,６００戸

(２) 年間総給水量 １,０６１,０００㎥

(３) 一日平均給水量 ２,９６１㎥

(４) 主な建設改良費 配水管布設替費 ３１８,５００千円

配水設備改良費 ２４,２００千円

浄水施設改良費 ４,５００千円

取水施設改良費 ７２,４７０千円

収 入

第１款 水道事業収益 ３１６,３５８千円

第１項 営業収益 ２６２,６３０千円

第２項 営業外収益 ５３,７１７千円

第３項 特別利益 １１千円

支 出

第１款 水道事業費用 ３３５,７３８千円

第１項 営業費用 ３０９,９９０千円

第２項 営業外費用 ２５,６４７千円

第３項 特別損失 １０１千円

収 入

第１款 資本的収入 ４１７,８８３千円

第１項 企業債 ２３５,７００千円

第２項 補助金 ８,１９３千円

第３項 工事負担金 １７３,０００千円

第５項 水道加入金 ９９０千円
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（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１００,０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

(１) 収益的支出における各項間の流用

(２) 資本的支出における各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。

(１) 職員給与費 ２３,２７６千円

（他会計からの補助金）

第９条 水道事業の経営基盤強化を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける額

は、５,５５８千円である。

２ 下水道事業事務執行に要する経費として、下水道事業会計からこの会計へ補助を

受ける金額は、１,１９４千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、７,１５０千円と定める。

令和８年２月２７日提出

宝達志水町長 高 下 栄 次

支 出

第１款 資本的支出 ５２７,１３７千円

第１項 建設改良費 ４１９,７７６千円

第２項 企業債償還金 １０７,３６１千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

建設改良費

千円

２３５,７００ 証書借入 ５．０％以内

ただし、利率の見直し
方式で借り入れる資
金について、利率の見
直しを行った後にお
いては、当該見直し後
の利率。

借入先の融資条件に
よる。ただし、企業財
政その他の都合によ
り繰上償還又は低利
に借り換えることが
できる。
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宝達志水町下水道事業会計予算
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議案第１０号

令和８年度宝達志水町下水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和８年度宝達志水町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額４０５,０７１千円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１６,８３４千円、当年度分損益勘定留保資金３８８,２３７千円

で補てんするものとする。）

(１) 排 水 戸 数 ３,９４５戸

(２) 年間総処理水量 ９８９,６００㎥

(３) 一日平均処理水量 ２,６９５㎥

(４) 主な建設改良費 管渠建設改良費 ８３５,５７５千円

処理場建設改良費 ５６６,８００千円

浄化槽建設改良費 ５,６００千円

収 入

第１款 下水道事業収益 ７５０,２６７千円

第１項 営業収益 ２１６,９５２千円

第２項 営業外収益 ５３３,３１３千円

第３項 特別利益 ２千円

支 出

第１款 下水道事業費用 ７０１,７１３千円

第１項 営業費用 ６２０,８９４千円

第２項 営業外費用 ８０,８０８千円

第３項 特別損失 １１千円

収 入

第１款 資本的収入 １,６５１,３８０千円

第１項 受益者負担金 ３,３６０千円

第２項 補助金 ９９９,９０７千円

第３項 企業債 ５２４,９００千円

第４項 他会計出資金 １２３,２１３千円
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（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１５０,０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

(１) 収益的支出における各項間の流用

(２) 資本的支出における各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。

(１) 職員給与費 ２３,２２４千円

（他会計からの補助金）

第９条 下水道事業の経営基盤の安定化を図るため一般会計からこの会計へ補助を受

ける額は、４５０,１８１千円である。

令和８年２月２７日提出

宝達志水町長 高 下 栄 次

支 出

第１款 資本的支出 ２,０５６,４５１千円

第１項 建設改良費 １,４０７,９７５千円

第２項 企業債償還金 ６４８,４７５千円

第３項 補助金返還金 １０７１千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

建設改良費

千円

５２４,９００ 証書借入 ５．０％以内

ただし、利率の見直し
方式で借り入れる資
金について、利率の見
直しを行った後にお
いては、当該見直し後
の利率。

借入先の融資条件に
よる。ただし、企業財
政その他の都合によ
り繰上償還又は低利
に借り換えることが
できる。
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宝達志水町病院事業会計予算
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議案第１１号

令和８年度宝達志水町病院事業会計予算

（総 則）

第１条 令和８年度宝達志水町病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）病床数 一般病床 ４３床、療養型病床 ２７床

（２）年間入院患者数 一般病床 １４，０１３人、療養型病床 ９，５２７人

（３）年間外来患者数 ４９，２１０人（うち介護保険 ３，１８０人）

（４）一日平均入院患者数 ６４人

（５）一日平均外来患者数 １８５人

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病院事業収益 １，４１２，７６０千円

第１項 医業収益 １，１７０，２１８千円

第２項 医業外収益 ２４２，５４１千円

第３項 特別利益 １千円

支 出

第１款 病院事業費用 １，６２４，３１９千円

第１項 医業費用 １，６１５，８７４千円

第２項 医業外費用 ８，４３５千円

第３項 特別損失 １０千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額６１，３４３千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支

調整額４４８千円、過年度分損益勘定留保資金６０，８９５千円で補填するものとす

る。）

収 入

第１款 資本的収入 １８２，７４１千円

第１項 企 業 債 ９２，５００千円

第２項 繰 入 金 ９０，２４０千円

第３項 寄 附 金 １千円
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支 出

第１款 資本的支出 ２４４，０８４千円

第１項 建設改良費 １０４，７３０千円

第２項 企業債償還金 １２３，０５４千円

第３項 長期貸付金 １６，０００千円

第４項 積立金 ３００千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１５０，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。

（１）職員給与費 １，０２２，７８９千円

（２）交 際 費 ５１２千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条 棚卸資産の購入限度額は、１６８，０００千円と定める。

（重要な資産の取得）

第９条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

令和８年２月２７日提出

宝達志水町長 高 下 栄 次

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

医療機械器具

整備事業

災害復旧事業

ＭＲＩ室照明更

新

30,500 千円

60,000 千円

2,000 千円

証書借入 5.0％以内

ただし利率見直し方式

で借り入れる資金につ

いて、利率の見直しを

行った後においては、

当該見直し後の利率。

借入先の融資条件によ

る。ただし、企業財政

その他の都合により繰

上償還または低利に借

り換えることができ

る。

種類 名称 数量

医療機器 関節鏡システム １式

医療機器 超音波診断装置 １式
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